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【 請 求 項 １ 】
　

　
　

　

【 請 求 項 ２ 】
　

　

　

　

第 １ の 基 板 上 に 接 し 、 前 記 第 １ の 基 板 と 第 ２ の 基 板 と の 間 に 配 置 さ れ た 複 数 の 発 光 素 子
と 、

隣 合 う 前 記 発 光 素 子 の 間 に 配 置 さ れ た 遮 光 材 料 か ら な る 隔 壁 と 、 を 有 し 、
前 記 発 光 素 子 は 、 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 と の 間 に 発 光 層 を 含 む 層 が 挟 ま れ た 構 造 を 有

し 、
前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 基 板 と 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 と 、 は 透 光 性 を 有 す る こ と を 特 徴

と す る 発 光 装 置 。

第 １ の 基 板 上 に 接 し 、 前 記 第 １ の 基 板 と 第 ２ の 基 板 と の 間 に 配 置 さ れ た 複 数 の 発 光 素 子
と 、

隣 合 う 前 記 発 光 素 子 の 間 に 配 置 さ れ た 遮 光 材 料 か ら な る 第 １ の 隔 壁 と 、 前 記 第 １ の 隔 壁
上 に 配 置 さ れ た 逆 テ ー パ ー 形 状 の 第 ２ の 隔 壁 と 、 を 有 し 、

前 記 発 光 素 子 は 、 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 と の 間 に 発 光 層 を 含 む 層 が 挟 ま れ た 構 造 を 有
し 、

前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 基 板 と 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 と 、 は 透 光 性 を 有 す る こ と を 特 徴
と す る 発 光 装 置 。



【 請 求 項 ３ 】
　
　

【 請 求 項 ４ 】
　

　
　

　
　
【 請 求 項 ５ 】
　

　

　

　
【 請 求 項 ６ 】
　
　

【 請 求 項 ７ 】
　
　

【 請 求 項 ８ 】
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請 求 項 １ 又 は 請 求 項 ２ に お い て 、
前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 基 板 に 、 偏 光 板 、 円 偏 光 板 、 又 は 位 相 差 板 を 有 す る こ と を 特 徴 と す

る 発 光 装 置 。

第 １ の 基 板 上 に 接 し 、 前 記 第 １ の 基 板 と 第 ２ の 基 板 と の 間 に 配 置 さ れ た 複 数 の 発 光 素 子
と 、

隣 合 う 前 記 発 光 素 子 の 間 に 配 置 さ れ た 遮 光 材 料 か ら な る 隔 壁 と 、 を 有 し 、
前 記 発 光 素 子 は 、 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 と の 間 に 発 光 層 を 含 む 層 が 挟 ま れ た 構 造 を 有

し 、
前 記 第 １ の 電 極 は 、 前 記 第 １ の 基 板 と 接 し て 形 成 さ れ て お り 、
前 記 第 ２ の 基 板 と 、 前 記 第 ２ の 電 極 と 、 は 透 光 性 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。

第 １ の 基 板 上 に 接 し 、 前 記 第 １ の 基 板 と 第 ２ の 基 板 と の 間 に 配 置 さ れ た 複 数 の 発 光 素 子
と 、

隣 合 う 前 記 発 光 素 子 の 間 に 配 置 さ れ た 遮 光 材 料 か ら な る 第 １ の 隔 壁 と 、 前 記 第 １ の 隔 壁
上 に 配 置 さ れ た 逆 テ ー パ ー 形 状 の 第 ２ の 隔 壁 と 、 を 有 し 、

前 記 発 光 素 子 は 、 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 と の 間 に 発 光 層 を 含 む 層 が 挟 ま れ た 構 造 を 有
し 、

前 記 第 ２ の 基 板 と 、 前 記 第 ２ の 電 極 と 、 は 透 光 性 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。

請 求 項 ３ 又 は 請 求 項 ４ に お い て 、
前 記 第 １ の 電 極 は 、 炭 素 及 び ニ ッ ケ ル を 含 む ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 か ら な る こ と を 特 徴 と す

る 発 光 装 置 。

請 求 項 ３ 又 は 請 求 項 ４ に お い て 、
前 記 第 １ の 電 極 は 、 炭 素 及 び ニ ッ ケ ル を 含 む ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 上 か ら な る 第 １ の 導 電 膜

上 に 透 光 性 を 有 す る 第 ２ の 導 電 膜 が 積 層 さ れ た 構 造 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。

請 求 項 ４ 乃 至 請 求 項 ７ の い ず れ か 一 項 に お い て 、
前 記 第 ２ の 基 板 に 、 偏 光 板 、 円 偏 光 板 、 又 は 位 相 差 板 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装

置 。
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